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目的論的自由の 非政治>性とペシミズム

――半澤孝麿『ヨーロッパ思想史のなかの自由』を読む――

厚見恵一郎

は じ め に

半澤孝麿氏（東京都立大学名誉教授，以下敬称

略）の近著『ヨーロッパ思想史のなかの自由』

（以下『自由』と略記）と『ヨーロッパ思想史に

おける 政治>の位相』（以下『位相』と略記）

は，近年個別研究に偏しがちであった日本におけ

る西洋政治思想史学界に久しぶりに登場した，通

時的な思想史研究である。長年にわたる文献との

対話から紡ぎ出されたこれらの著作は，しかし既

成の政治思想史の通説や方法へのラディカルな批

判に満ちている。

半澤は，一方で福田歓一や丸山眞男といった研

究者たちの描く政治思想史を，「近代」を過度に

実体化する理念成長史であるとして批判し，他方

でQ.スキナーや J.G.A.ポーコックらによるパラ

ダイム論的な歴史文脈主義をも，思想史を政治史

的イデオロギーに解消するものであるとして斥け

る。さらに半澤は，既存の政治思想史がその考察

対象を自然法や神学を排除した「政治的なもの」

に限定してきたことにも異議を唱え， 非政治>

と 政治>の緊張の契機を取り込んだ思想史物語

を描こうとするのである。

以下では，『自由』を中心に適宜『位相』をも

参照しつつ，半澤の（政治）思想史が切り開いた

地平を展望し，若干のコメントを試みたい。

1. 通史としての『自由』

1.1. 仮説（自由）と実体（共同的自然）――藤原

保信『西洋政治理論史』との比較を通じて

『自由』は，政治思想の研究者が特定の主題に

沿って古代から近代までのヨーロッパ思想を辿っ

たという意味では，政治思想の「通史」に数え入

れることができよう。『自由』の方法的特徴を明

らかにするために，ここではあえて，半澤が批判

対象として言及する福田や丸山ではなく，藤原保

信（元早稲田大学政治経済学部教授）の仕事と比

較参照してみたい。藤原の『西洋政治理論史』

（以下『理論史』と略記）もまた，日本における

西洋政治思想の通史としてひとつの確固たる位置

をしめていると思われ，また，『自由』と同じく，

狭義の「政治的なるもの」の思想史を超える視点

を保持していると思われるからである。

『自由』と比較した場合の『理論史』の相対的

特徴は，それが題名どおりの理念成長史の色彩を

強く帯びていることである。そこで基調となって

いるのは，実体化された規範としての「共同的自

然」の理念であり， 政治>は， 自然>との対峙

によって自己を境界づけるものとして描かれる。

つまり『理論史』は，コスモスとしての自然観の

概念史とその政治概念への影響史の叙述にとどま

るものではなく，自然のうちに共同性を読み込み，

それを現代の政治世界に回復させようとする規範

的な姿勢に彩られているのである。さらにそこで

は，「対象となる思想家の著作＝テキスト」の理

念的自立性が前提とされつつ，思想家相互のイン
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ターテキスチュアルな比較という手法がヘーゲル

的な普遍史意識のうちに統合され，政治理論史の

叙述自体が，（自然をも含めた倫理的共同性の回

復の道を示唆する）ひとつの実践として意識され

ている。テキストの理念的自立性と相互比較可能

性を前提とする藤原の手法を支えているのも，

「共同的自然」の存在とそれを把握しうる徳とし

ての知であるとみることすら可能であろう。

これに対して半澤の思想史のテーマをなす「自

由」は，あくまでも仮説であり，思想史の分析道

具のひとつとして意識されている。そして 政

治>は 自然>ではなく 非政治>との対峙によ

って自己を境界づけるものとされ， 政治>と

非政治>の関係の変遷のうちに，仮説としての

「自由」の通時的観念史としての（政治）思想史

が描かれる（『位相』343頁）。すなわち半澤によ

れば，中世の自然観を有機体論としてとらえるだ

けでは一面的であって，13世紀のアリストテレ

ス受容以降においては，自然観それ自体が人為を

内包する二重の意味を帯びていた。すでに中世に

おいて人間は，その自由意志により，自然的理性

の承認するかぎりいかなる政治制度も構築できる

主体であったというのである。自由と自然は矛盾

せず（『位相』20-21頁），自由意志論の変遷でみ

るかぎり，思想史上の断絶は15-16世紀よりもむ

しろ世俗化の進展した18世紀後半（ヒューム）

にあるとされる。

他方で藤原の一連の著作と『自由』とのあいだ

に，自然法ないし共通善の論証に寄与するという

共通の意図を読み取ることも可能である（カトリ

シズムないしトミズムへの依拠を明言しているの

は『自由』のほうであろうが）。トミズム的カト

リシズム，さらに広くはキリスト教思想全般のう

ちにみられる，1)「自由意志」（善の能力）の契

機と2)「共同体」の契機のうち，1)をベースと

して中世と近代を連結しようとするのが半澤の思

想史であるとすれば，2)をベースとして近代を克

服しようとするのが藤原の理論史であるといえよ

う。

共通善の根拠を善の選択能力としての自由意志

に見出す『自由』と，共通善の根拠を目的そのも

のの共通性・統合性に見出す『理論史』の相違を

みると，仮説としての半澤思想史に対して，実体

としての藤原理論史，という対比軸を設定したく

なる。藤原の理論史においては，ホッブズにおけ

る自然像の機械論化とヘーゲルによる実体的共同

性の回復は，ある種の the historyだったのでは

ないかという感を評者は抱く。これは， 非政治>

を理性と区別された信の領域に見ようとするアウ

グスティヌス的ないしL.シュトラウス的要素の

影響が，藤原に及んでいるからではなかろうか。

藤原にとって，思想史はあくまで， 非政治>と

は区別された公的理性と理論の領域とされ，信は

理論とは別領域の動機などの問題になるように思

われる。実体的自然像と理性との十全な対応を重

視する藤原理論史には，自由な信の入り込む余地

は多くなく，歴史はいきおい普遍史の様相を帯び

てくる。

これに対して，半澤にとっては，歴史ないし思

想史の構成は仮説の集積によるのみであり，その

意味でいかなる歴史も物語としてのa historyの

域を出ない。このことは，『自由』におけるホッ

ブズとヘーゲルの位置づけにもみてとれる。半澤

によれば，ホッブズもヘーゲルも「必然論」の陣

営に属する思想家として，その評価はさほど肯定

的ではない。同意による統治という「共和主義」

のレトリックを用いて 能力としての自由>を骨

抜きにしたのがホッブズである。また，能力とし

ての自由を「包括国家」という 政治>的共同性

のうちに封じ込めたのがヘーゲルである。半澤に

とって，知と信は，没交渉に並存するのではなく，

政治>と 非政治>の緊張関係を通じて理論的

にも接触しあう。ここに，知と信の相補性という

トミズム的要素を見出すこともできるかもしれな

い。

1.2. 政治思想史への挑戦，現代規範理論への挑

戦，政治哲学への挑戦

実体的理念史と仮説的観念史という方法上の相

違を別とすれば，半澤が藤原と共通して抱いてい

るのは，「テキスト内部での前後の文脈にかなっ

た正確な資料読解」という方法倫理と，「学問的

認識は必然的に人間の自己認識の意味をもつので

あり，その意味で政治思想史の叙述そのものが一

種の政治的行為である」という実践的認識である

といえる。つまり『自由』は，「知る意志」のみ

ならず「戦う意志」にも突き動かされているので

ある。では，「知る意志」を押し進めて「自由意
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志の持続と変容」に到達した半澤の政治思想史の，

たとえ間接的自己認識にとどまるにせよ，「戦う

意志」はどこにあるのであろうか。政治思想史を

書き換えねばならない研究史的理由のみならず現

代的理由は，どこに存在するのであろうか。それ

はおそらく，「『自然法』――トマス・アクィナス

の意味した lex naturalisすなわち人間の最も根

本的あり方に関わる普遍的規範――の，少なくと

も蓋然的な論証に，歴史的・経験的側面からささ

やかながら寄与したい」（『自由』12頁）という

一文にうかがわれるであろう。その意味で半澤の

思想史は，「近代」を自明視する既成の政治思想

史への挑戦であるだけでなく，世俗化を前提とし

状態としての自由>を謳歌する現代規範理論へ

の挑戦であり，さらには，自然観そのものを実体

ではなく自由意志的人間論に依拠させ，ヘーゲル

的熟知よりもトマス的知解による自然法の「歴史

的」「蓋然的」論証を目指す点で，普遍的政治哲

学への挑戦でもある。

以上をふまえたうえで，方法面での問いを２つ

だけあげておきたい。

第１は，思想史における対象としての哲学学説

の扱いについてである。半澤の（政治）思想史だ

と，歴史研究としての思想家の個別研究の蓄積は

通史の豊饒化に貢献するが，哲学と政治論との関

係や，哲学からの政治論の演繹を機軸とした思想

家の個別研究は，孤高の位置にとどまってしまう

ことになるのではなかろうか。つまり，自然観・

人間論・倫理学・政治学という「アリストテレス

-ホッブズ的な」体系構想が，政治思想史研究か

ら排除されてしまわないか。

第２は，政治思想史における方法と対象との適

合性の問題である。半澤もいうように，対象が異

なるに従ってさまざまな思想史方法論がプルーラ

ルに成立しうるとすれば，ヨーロッパ政治思想史

の各時代――区分の一例として，古代ギリシア，

ローマ，キリスト教の展開から12世紀まで，13-

15世紀，16世紀，17-18世紀，19世紀――に最

もふさわしい思想史方法論は何であろうか。

2. 自由意志論と 非政治>の仮説をめぐって

2.1. 自由概念のマトリクスと目的論

すでに述べたように，『自由』における西洋政

治思想史の大胆な書き換えが，カトリシズムない

しトミズムを基本軸および通奏低音としているこ

とは明らかであろう。評者のみるところでは，本

書の基本軸となっているのは，自由意志論と自然

法論であり，通奏低音となっているのは，目的論

（による形相と質料の合成）ないしカトリック的

「知解」の概念である（『自由』315-316頁）。半

澤によれば，ヘーゲル的「熟知」と区別されるト

マス的「知解」の概念においては，知性とは，経

験をこえた規範を内的に知覚する能力である。そ

こにおいては，能力・理性・実在・意志・道徳は

別々のものとは考えられず，それらは，自然法に

よって体現された，善き目的を志向する随意性に

おいて一致する。こうした観点から「自由の思想

史」の読み替えがなされるとき，自由は，「自己

の意志に従って行為する 能力>またはその 状

態>」として規定されることになる。そして，こ

の自由の概念史のうちに見られる 政治>と 非

政治>の相互作用と両義性が強調される。 政治>

は 非政治>によって活性化され，その逆もまた

真なり，という地点から，思想史理解が豊かにさ

れるのである。

半澤によれば，「自由」の原理とは，人間が，

その外的行為と内的精神行為の双方において，他

者の意志から解放されて独立を享受し，自己決定

する主体でなければならないとする原理であり，

その原理に 倫理的力>を与えたのは，そこに普

遍的な「目的論」を加えることのできたキリスト

教であった。目的論と不可分な，行為の内発的な

自己選択の原則を意味する「自由意志論」は，ア

リストテレスの「選択意志論」のうちにすでに萌

芽が見出されるが，それはアウグスティヌスとト

マスという２人の「カトリック思想家」による神

学上の「自由意志説」の形成によって，確定的な

ものとされた（『自由』29-33頁）。「神の似姿と

して本来善なるものとしてつくられた被造物であ

りながら，まさにそのことによって善悪双方向へ
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の両義的可能性を持つという，アウグスティヌス，

いやプラトン以来の人間論，それと不可分の関係

にある自由意志説の伝統」（『位相』197頁）こそ

が，その後の自由の思想史に，制度論や能力論に

とどまらない規範性を帯びさせていったのである。

半澤が分析枠として導入するのは，すでに述べ

た 状態としての自由>と 能力としての自由>

との区別である。 能力としての自由>は，自由

意志論と不可分であって，自由意志を認めない必

然論は，そもそも 能力としての自由>をも否定

するとされる。また，必然論までいかなくても，

能力としての自由>の悪しき行使を懸念する立

場は当然ありうるわけであるが，評者には，それ

は半澤のなかで 能力としての自由>から目的論

を抜き取る立場と重ね合わされているようにもみ

える。 状態としての自由>は 能力としての自

由>の前提となり，自由な 状態>にある主体が

善き目的のために自由の 能力>を発揮するべき

なのである。そして，目的論において 状態とし

ての自由>と 能力としての自由>が調和するこ

とが 「自由」の倫理的力>の理想型であるとさ

れる（『自由』60-61頁）。さらに半澤は，この区

分に， 政治的自由>（＝外的立場や外的行為の自

由）と 非政治的自由>（＝内面における心の自

発性）という区分も加える。キリスト教の成立以

来，個人レベルでは政治的自由と非政治的自由と

の分化が始まったからである。状態と能力，政治

と非政治，個人と集団，という３つの座標軸を組

み合わせると，評者のみるところでは，半澤の理

論のうちでは，つぎのような自由概念のマトリク

スが想定されうるように思われる。

⑴ 個人の 政治>的な 状態としての自由>。

市民権を享有する市民の自由。

⑵ 個人の 非政治>的な 状態としての自由>。

真理の観想。キリスト者のあるべき精神状態。

⑶ 個人の 政治>的な 能力としての自由>。

思慮，勇気，正義，節制などの市民の徳。

⑷ 個人の 非政治>的な 能力としての自由>。

罪と戦い善を目指す心の内的能力。

⑸ 集団の 政治>的な 状態としての自由>。

国家の独立。

⑹ 集団の 非政治>的な 状態としての自由>。

見えざる普遍的教会？

⑺ 集団の 政治>的な 能力としての自由>。

国家の交通・交易の自由。国権論。

⑻ 集団の 非政治>的な 能力としての自由>。

友愛論・友情論における自由。

こうした自由のマトリクスを支える目的論が，

機械論の対義語として，存在者が自己自身のうち

に自己自身を規定する原理をもっているという思

想を意味するとすれば，内発的自由意志論は目的

論そのものであるともいえる。自由論と目的論は，

こうした意味において１つのものである。半澤の

思想史において，善を目的としない目的論が本来

的にはありえないのだとすれば，それは自由意志

と自然法が不可分であるからであり，先に述べた

ように中世においてすでに「自然」が仮説化され，

人為を内包した規範としての自然観念が成立して

いたからではなかろうか。否むしろ，理性的認識

と調和する規範的自然という意味での古典的自然

法の観念は，ソクラテスとともに古いともいえよ

う。さらにいえば，半澤のいう「自由な同意によ

る統治」という共和主義の原理自体が，「自由意

志と善と自然が目的論において調和する」という

非政治>的な前提に支えられている。すなわち

評者のみるところ，（善への） 能力としての自

由>は，境界を守ろうとするという意味で 政

治>的である 状態としての自由>と異なって，

普遍主義という意味での 非政治>的な性質をも

っているのではないか。「倫理的力としての自由」

ないし「能力としての自由」という仮説自体が，

半澤のいう 非政治>の要素を含むのではないか。

以上が，自由と目的論との結合をめぐる評者なり

のコメントである。

2.2. 非政治>と 反政治>の間，もしくは

政治>と 必然論>の間

つぎに， 非政治>という問題圏に進みたい。

半澤によれば， 政治>とは，アリストテレスに

その原型を認められ，ヘレニズムとヘブライズム

に共通するものである。それは，「自由人たる対

等者の相互支配による，彼らの間での秩序形成活

動」であり，「通常は法という形で，そして，最

終的には権力によって担保された，何らかの意味

での境界（boundary）によって限局されたもの」

（『位相』128頁）とされる。広義の 政治>的活
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動とは，「いつでも，どこでも，一定の境界内で

の，終局的には権力を背景としてなされる社会の

組織化または秩序形成作用」であり，狭義には古

代ギリシアのポリス以来の国家をめぐる政治を指

す（『自由』36頁）。

半澤自身も認めるように，こうした 非政治>

にはさまざまな型が想定されよう。たとえば，プ

ラトニズムの 非政治>は，超越的イデアの想起

的観想であろうし，そこには人間の理性的機能と

しての知そのものすら超越する「善のイデア」を

希求するようなプラトンの想起的理想主義が反映

しているといえる。また，アリストテレスにとっ

ての 非政治>を考えるとすれば，それはおそら

く，自然の構造の理性的観想であろうし，そこに

は人間理性の共同的な実現を最高善としつつ百科

全書的な経験知をもって自然の目的論的構造を構

成していくアリストテレスの理性主義が映し出さ

れることであろう。内省を重視するロマン主義の

非政治>や，内外両面での脱自己やコスモポリ

タニズムを強調するストア主義の 非政治>にく

わえて，半澤が言及する友愛論・友情論も大枠と

しては 非政治>に分類される。また『位相』に

おいては，キリスト教の 非政治>的性質として，

a)彼岸主義，b)普遍主義・個人主義（すなわち

boundaryの拒絶），c)心情倫理の３点があげら

れている（『位相』136頁）。

問題は，これらのさまざまな 非政治>を「観

想」や「形相」や「ペシミスティックなユートピ

アニズム」で括れるかということである。また，

非政治>が，アンチ・マキァヴェッリズムとい

う意味での 反政治>や，アンチ・レスプブリカ

という意味での 反政治>に変貌する可能性はど

うであろうか。たとえば16世紀イギリス・ルネ

サンスの舞台演劇などにおける 政治>の揶揄，

あるいは， 政治>を揶揄するという 政治>的

公共性の場合である。これには， 政治>概念そ

のものの多義性をどうとらえるかという政治学の

宿命的課題が付随する。 政治>と「政治的必然

論」， 政治>と「包括国家」をそれぞれ同一視し

てよいであろうか。一方で公的空間としてのレ

ス・プブリカと，他方で非政治的友情によって形

成される対人空間とは，どのように結びあうであ

ろうか。そもそもたとえばキケロにおける

amicitiaが 非政治>に還元されえない点につ

いては，半澤自身が確認している（『自由』172

頁）。友情論史を 政治>思想史内部において論

じる可能性と必要性は，なお残っているのである。

政治>と 非政治>，それぞれの思想史的多様

性に直面するとき，この書評も半澤の思想史の個

別的な内容に進むことになる。

3. 古典古代，キリスト教，共和主義

3.1. 古典古代世界と中世キリスト教世界とのズレ

――アリストテレス，ローマ，終末論

『自由』第２章から第４章は，随意論＝自由意

志論を軸として，自己保存・種の保存・社会生活

への欲求の３点を基本要請とする目的論的自然法

論の文脈でアリストテレスとトマスを連結する。

そして国権論という 政治>が，自由意志という

本来は 非政治>に属する論理を呑み込んで利用

したところに成立する「近代自然法」を，古典的

自然法論とは異なるものとして批判する。

『自由』におけるこうした整理もまた論争的な

ものである。従来の政治思想史において前提とさ

れていた，ギリシアとローマとのあいだの溝を，

自由意志論と自然法論によって乗り越えようとす

るものだからである。この場合の溝とは，アリス

トテレスにおける zoon politikonとトマスにお

けるanimal politicum et socialeとのズレであり，

また，キケロ国家論の非目的論的性質の問題もこ

れに関連する。キケロ『国家論』I.39の有名な国

家の定義にみられるように，ローマ的 res pub-

licaは共通の目的というよりも共通の正義ないし

共通の利害関心に依拠しているとすれば，アリス

トテレス的トマス主義の国家像とは異なる国家観

がそこにあらわれているといえないであろうか。

「目的論におけるアリストテレスとトマスの連結」

と「友情論によるアリストテレスとキケロの連

結」は，相互にいかにして「連結」するのであろ

うか。

また半澤は，ギリシア・ローマの伝統対キリス

ト教の緊張を， 政治>対 非政治>の緊張とし

て一般化しようとする。その際，zoon politikon

というアリストテレス目的論と，神の似姿という

キリスト教的目的論との，アウグスティヌスにお

早稻田政治經濟學 誌 No.366，2007年１月，69-79



ける併存が指摘される（『位相』139頁）。つまり

古典古代の目的論と，キリスト教的目的論とが，

政治>と 非政治>という差異はあれ，目的論

の共通性において結びつけられるのである。

空間的目的論としての自然法論においては，

政治>と 非政治>は，調和・離反のいずれに

おいてであれ，交差するであろう。しかし時間的

目的論としての終末論においてはどうであろうか。

キリスト教的超越にはあって，プラトン的超越に

はないもの，また，キリスト教的完成にはあって，

アリストテレス的完成にはないもの――それは，

終末論ではなかろうか。「存在の連鎖の時間化」

（A.ラブジョイ）がキリスト教とともに古いので

あるとすると，アウグスティヌスの救済史観の位

置づけはどうなるであろうか。つまり，キリスト

教の非政治的特質としての彼岸主義を，世俗国家

とは異なる「神の国」として空間的にとらえるな

らば，そこでは 政治>と 非政治>とのあいだ

での二元論的な緊張関係が成立しうるであろう。

しかし彼岸主義を，時間の終わりと永遠の開始と

して終末論的にとらえるならば，そこには，二元

論的緊張関係ではなく，ウェーバー的な意味での

（救済宗教と政治国家との）二者択一があるのみ

なのではないか。それとの関連で，時間の有限性

を前提とするアウグスティヌスの秩序論と，トマ

スのうちに復活しつつある 世界の永遠性>とい

うアリストテレス＝アヴェロエス的要素（E.カ

ントローヴィチ）との矛盾の契機は，どうなるで

あろうか。あるいはまた，トミズムにおけるアリ

ストテレス主義と，イスラム的アリストテレス主

義との間の影響関係に配慮する必要⑴はないであ

ろうか。

3.2. 自然法論の前提としての人間論

――友愛論をめぐって

『自由』第３章第３節では，カリタスないしフ

ィリアを，情念としてではなく意志として読解す

ることで，友愛論と自由論が結合させられる。そ

こでは， 政治>に対抗しうる 非政治>的機動

力としての友愛論が， 水平/垂直>というあらた

な軸をめぐって展開される。評者なりに整理する

ならば，つぎのようになろう。

⑴ 水平における 政治>（＝共和主義的同

意？)

⑵ 水平における 非政治>（＝フィリアないし

アミキティア。政治を拒否する現世逃避の非

政治であると同時に，エラスムスらによって

垂直的 政治>への対抗として持ち出され

た）。

⑶ 垂直における 政治>（＝権力支配）

⑷ 垂直における 非政治>（＝カリタス＝神か

らの愛，神への愛。政治を変革する現世支配

の 非政治>）。

『自由』によれば，ブラックボックスとしての

近代的自我でない「内部分裂（stasis）のない

人」を提示する点において，アリストテレスの友

情論は重要な位置をしめる。友を「もう一人の自

己」として想定しうるのは，善なる人においては，

優れた部分と低劣な部分が分裂せずに統一されて

いる――それも徳の状態が自由意志的に選択され

ることによって統一されている――からであり，

そうした自由意志の能力を発揮している点で，善

なる人同志は相互に似ているからである。「善き

人々はみな同じことを求め，本質的に相通じるも

のを互いに持っている」という，選択意志論にも

とづくアリストテレス以来の友情論の人間論こそ，

「自然法論を成立させた前提」である（『自由』

166-168頁）。ここには，自然法論の原型を，有

機体論よりも人間論にみる半澤の姿勢がみてとれ

る。

『自由』はさらに，トマスにおける「神の似姿

論」から「神との友愛の可能性」を導出し，水平

における 非政治>と垂直における 非政治>と

を結合させる（『自由』178-180頁）。対神・対人

両面における 非政治>的な自由意志能力として

の友愛が， 政治>面において，自由意志による

同意を基礎とする 共和主義>を可能にするので

ある。

3.3. 共和主義の歴史的理解

――国制論の問題，統治論と民意論

続いて，『自由』についての他の書評でもしば

しばとりあげられている 共和主義>の概念規定

と歴史的理解の問題に移ろう。まずは，『自由』

75，143，247頁における共和主義のパラダイム

を敷衍してみる。半澤によれば 共和主義>とは，
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「 自由人>たる民衆の意志と善を基礎にしながら，

そこに卓越した少数の指導者の熟慮と判断を加え

てその実現を図っていく」考え方である。それは，

1) 能力>においても 状態>においても互いに

自由で平等な民衆と，その一員である指導者とい

う政治社会の構成の問題，および，2)被治者の自

由意志による同意に基づく法の正しさの問題，に

かかわる。この２つの問題群が「共通善」概念を

通して連動している政治共同体論が 共和主義>

であり，既成の共和主義研究でしばしば言及され

る政体論や徳論は，共通善の下位概念であると半

澤はいうのである。さらに『自由』では，自由意

志による同意を基礎とする 共和主義>がトマス

において明確に認められるという主張も提出され

る（『自由』140-148頁)⑵。

しかし評者のみるところ，共通善の問題を徳や

政体論の問題として扱った点にこそ，西洋思想史

における共和主義の特色があるのではないだろう

か。実際，政治思想史のなかで政体論（とくに古

代ギリシアの国制論）は倫理的意味をももってい

た。プラトンは，「一つの政体およびそこでの政

治のあり方と，そこに住む人間のあり方との間に

は対応関係があると考え，いわば，政治論と人間

論とをハッキリと連動させている」（『自由』67

頁）が，これはアリストテレスにとっても同じで

あったのではないか。そうだとすれば，国と個人

（ないし市民）の倫理的あり方が相互に対応する

という「国制」論は，半澤の重視する 非政治>

の成立を危うくするような，究極の包括国家論と

なる危険性があるのではなかろうか。プラトンに

おけるイデア的 非政治>性と包括国家論との共

存は，むしろ稀有なる例外ではなかろうか。共通

善の歴史を，自然法論史ではなく政体論史からも

描けるとするならば，「中世における共和主義」

はその場合どのような様相を呈することになるで

あろうか⑶。

さらに，「自由な同意による統治」という共和

主義の原則のなかに，古代ローマでいう「民意へ

の訴え」（provocatio）と「統治＝平和調達」

（imperium）という２つの政治課題ないしパラダ

イムが存在しているとみることもできよう⑷。前

者が集団の 能力としての自由>と親近性をもち，

後者が集団の 状態としての自由>と近いとすれ

ば，両自由の区別は，すでに古代ローマにあった

とみることも可能かもしれない。

4. 近代における自由の変容

4.1. ペシミズムの帰結としてのユートピアニズム

近代における自由概念の変容の考察に際しても，

先述の分析枠としての自由概念のマトリクスが駆

使される。『自由』のなかで，初期近代は， 状態

としての自由>と 能力としての自由>との調和

が崩れていく過程として描かれる。ホッブズは，

両者の乖離を，政治優位の立場から解消しようと

した思想家である（『自由』279頁）。すなわちホ

ッブズは，内的能力としての自由（＝意志の自

由）が外的状態としての自由（＝機会の自由）を

破壊すると考え，それまで 政治>と 非政治>

との緊張のうえに成立していた自由概念を，外的

自由状態を確保するために 政治>の領域を徹底

的に拡大するというやり方で換骨奪胎した，とさ

れる。

こうして半澤の近代思想史においては，近代ヨ

ーロッパにおける 非政治>に対する 政治>の

優位が，つぎの３つの局面における変化としてと

らえられるのである。

⑴ 全体としての目的論の後退， 能力としての

自由>の観念の中性化，それに対する 状態

としての自由>の優位の進行，これら３点を

通じた自由の観念内部における変化として

（『位相』90頁）。

⑵ 内面の自由に対する国権論の優位として。

⑶ 自由意志論に対する必然論の優位として。

半澤による16世紀の定位はさらに興味深い。

16世紀は，「宗教からの政治の自立」ではなく

「政治と宗教双方におけるペシミズム」の時代と

位置づけられる。「形相・質料合成論＝キリスト

の受肉論」がオプティミズムになり，「堕落」す

なわち形相と質料の非対応の意識としてのペシミ

ズムが， 形相の純粋実現形態>の構想すなわち

ユートピアニズム（＝マキァヴェッリ的な立法者

君主）と表裏一体となって昻進していったのが，

1520年頃までの16世紀である。そして， 形相
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の純粋実現形態>というオプティミズムさえ衰退

し，ユートピアニズムとペシミズムとが完全に別

離するきっかけとなったのが，宗教改革とりわけ

二重予定説であるとされる（『位相』211-213，

237-242頁）。ここに， 倫理的力としての自由>＝

能力としての自由>が拒絶される近代必然論の

優位が確定的になる（この文脈についてのみいえ

ば，半澤のいう 能力としての自由>とは，形相

と質料を合成する能力を意味するようにみえる）。

16世紀の 非政治>におけるこうした必然論が，

政治>において現出したのが主意説的法理論で

あり，リプシウスに見られるような組織論的な統

治の技術論すなわち包括国家論であった。そこで

はすでに，ユートピアニズムという純粋形相を不

要とする純技術的管理政治論が成立している。18

世紀にリチャード・プライスやウルストンクラフ

トに再現した政治的ユートピアニズムも，ロマン

主義やヒュームの経験論に呑み込まれて終焉を迎

えることになる。

4.2. 行為の自由と選択の自由

さらに『自由』においては，デカルト，ロック，

モンテスキューも， 能力としての自由>の観点

から位置づけなおされる。半澤の思想史にとって，

デカルトの中核はcogitoではなく imagoであり，

ロックは快楽主義者や経験論者ではなく，自由意

志能力による善の追求者である。また，モンテス

キューもカトリック自然法論者として描かれる。

行為の自由と選択の自由の相違をめぐっては，

半澤は，ロックにおける「自由能力（＝行動の自

由）と意志能力（＝選択の自由）との区別」をロ

ック自身の「プロテスタンティズム」や「カトリ

ック嫌い」に関連させて論じようとする（『自由』

201-203頁）。なるほどロックも実践的には自由

意志と目的論を認めていた。ロックにとっての自

由意志とは，見かけの善に惑わされず，自由の目

的――すなわち死後の永遠――を考慮して身近な

欲望の満足を停止する能力であった（『自由』207

頁）。しかし自由と意志とを理論上区別するロッ

クの立場に半澤が批判的に言及するとき，その理

由は何であろうか。自由と意志とを区別すること

は，実在と意志とを区別するに等しく，カトリシ

ズムないしトミズムにとっては無意味であるとい

うことであろうか。能力としての自由は，状態と

しての自由から自然に生じるべきであるからであ

ろうか。

たしかに，行為能力と意志能力を別物とみなす

傾向は，近代にいたって登場したものとみなすこ

とができるかもしれない。評者のみるところ，古

代および中世の意志は，「理性と情念の中間の能

力」であった。それを，内的 非政治>と外的世

界とを結ぶものであると想定してもよいであろう。

マキァヴェッリのヴィルトゥ論は，意志を「境界

線をこえていく能力」とする古典的意志観の最後

の主張とみなすことができよう。これに対して近

代の意志は，「外的行動能力とは区別された内面

の力」という意味合いが強くなる。自由意志を

能力としての自由>に含めようとする半澤の立

場は，越境意志，選択意志，行為意志を―― 非

政治>と 政治>との間𨻶を 非政治>の側から

埋めていく能力として――同一とみなすものであ

る。その背後には，意志と自由を別物とみなす近

代的立場への警戒があるように思われる。

意志を行為能力と不可分のものと考えようとす

るとき，評者にとってひとつ気になるのは，「選

択行為能力としての自由意志」とプラトンのいう

「魂の気概的部分」との関係である。意志論のル

ーツが，半澤のいうようなアリストテレスの随意

論やキリスト教的な内面の自由にあるだけでなく，

プラトン以来の気概や勇気にもあるとすれば，マ

キァヴェッリの自由意志論（libero arbitrio）に

もつながるような，フォルトゥナに対抗するヴィ

ルトゥ論の系譜は，自由意志論史には登場しない

のであろうか。あるいはそれは， 非政治>を見

失ったルソーの一般意志論と同じく，結局は垂直

における 政治>権力に包摂されてしまうのであ

ろうか。統治の問題が知的徳（intellectual  vir-

tue）や道徳的徳（moral virtue）の問題から力

能的徳（power virtue）の問題へと移行する16

世紀初頭の思想的風景をめぐって，これもまた一

考に価する論点といえまいか。

4.3. 社会契約論史の刷新と自由論の行方

――社会契約説の自由意志論的＝同意中心的

＝ 共和主義>的読解

関谷昇も指摘するように⑸，半澤は，近代の契

約論的政治思想にも，つぎの２つの系譜を区別す

る。第１に，神学に導かれた目的論的自由意志論
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を前提に，善への 能力としての自由>論を展開

したスアレス―ロックの系譜の理論がある。スア

レスは個人の自由意志と国家の意志とを平行関係

に置く。「本来は 非政治>の側の論理だったは

ずの自由意志の教説が，それが能力であることを

根拠に，外ならぬトミスト・スアレスによって，

政治＝権力>の理論に援用された」（『自由』233

頁）。これは，自由意志による合意が政治共同体

を作る，とする共和主義である。これに対して第

２には，国家権力によってのみ保障される国内平

和としての外的な 状態としての自由>論を主張

したホッブズ―スピノザの系譜の理論がある。

そして第１と第２の差異が，能力概念と状態概

念の乖離・対立へと展開し，ルソーとヒュームの

対比にいたる，と『自由』はいうのである。すな

わち，第１の系譜は，ルソーという鬼子によって

受け継がれる。ルソーの自己完成能力を道徳的自

由論の現出として解釈するならば，意志の主体を

個人ではなく国家であるとする，そしてそれをホ

ッブズのように擬制ではなく集合的意志であると

するルソー，そしてこのようにして国家理性論も

しなかった「禁じ手」を使ったルソーは，ヘーゲ

ルの先駆者であるとみなされる。キリスト教とい

う 非政治>の不在ゆえに， 能力としての自由>

概念における個人と集団との区別がなくなり，個

人の 能力としての自由>が一般意志を介して包

括国家論へと接合してしまったのが，ルソーの自

由論だというのである。そして，キリスト教の

非政治>的自由を，「精神」の実体化によって

政治>化したのがヘーゲルである（『自由』341-

343頁）。精神を制度と，歴史を論理と，それぞ

れ同一視することによって，本来は政治を相対化

しうる擬制であったはずの自由を実体化してしま

ったヘーゲルの神義論は，摂理の「知解」ではな

く「熟知」に依拠している点で，国法への服従に

こそ人間の自由があるとする包括国家論をもたら

す。これが，19世紀から20世紀前半にかけての，

政治>と 能力としての自由>との悪しき結託

につながるのである。

第２の系譜の継承者は，目的論を回避して行動

論に焦点を当てることによって，動機や能力では

なく結果状態ないし自然的事実の 状態>として

の自由へと傾斜したヒュームである。これは基礎

づけなき自由であり，ヒュームの自由論は，社会

を維持するための人為的概念装置として，また暫

定協定として，位置づけられる（『自由』287-290

頁）。この系譜は，20世紀後半以降のリベラリズ

ム（ハイエク，バーリン，ロールズ）につながる。

半澤のこうした思想史物語については，自然状

態論と社会契約説との結合の「近代性」をどうみ

るかという疑問が生じる。近代社会契約論の自然

状態論における「個人」への着目は，半澤の思想

史にとっては，アトムの析出ではなく，伝統的な

非政治>の持続なのであろうか。また，「自由」

はつねに「擬制」として語られるべきであり，自

由の実体化は 非政治>としての自由意志の圧殺

につながる，とする半澤の前提については，自由

の擬制性と主体の擬制性をめぐって，つぎの問い

も生じる。すなわち，自由の主体としての個人の

みが実体的であり，他の主体は擬制にすぎない，

という前提はどこから来るか，という問いである。

5. ペシミズム，目的論，神学

5.1. 世俗化とペシミズム

『自由』の末尾に近くなり，19世紀に入ると，

半澤の叙述は時代診断の色彩を強めてくるように

思われる。 能力としての自由>が 政治>およ

び 非政治>の双方において維持され，目的論が

重要な位置をしめていたミルにおいてさえ，国家

の圧倒的な力は不可避であったという主張（『自

由』361-362頁）には，半澤自身のペシミズムが

うかがわれる。すなわち19世紀以降，政治思想

史における自由論は，国家との関連においてしか

自己規定できなくなってしまったのではないか，

という認識であり，また 政治>と 非政治>の

双方において，自由は「自由主義」の一部として

しか存立しえなくなってしまったのではないか，

という認識である。こうしたペシミズムに至らざ

るをえない理由は何であろうか。神（学）なき目

的論は，調和それ自体を基準とする「美的目的

論」とならざるを得ないからであろうか。これは，

半澤の思想史における，「近代」の定位の問題の

みならず，現代の思想的状況の理解にも直接かか

わってくる論点であろう。

半澤の思想史にとって，「近代」は世俗化の時
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代である。すなわち，思想史の前面からのキリス

ト教の退場，能力的自由概念から状態的自由概念

への移行，目的論を排除して「状態」そのものを

維持しようとする保守主義政治思想の成立，など

がみられる18世紀後半（ヒューム）以後が「近

代」であり，16-17世紀は中世との連続の色彩が

強いという趣旨の叙述がなされる（『位相』32-33

頁）。半澤によれば，保守主義とは，目的論と自

由意志説を正面から否定し，現に存在する事実を

人間行動の与件とすべきだとする必然論の系譜に

属する，近代に固有の現象である。保守主義は，

16-17世紀の懐疑主義的なそれ，19世紀の目的論

的（＝伝統規範的？）なそれ，20世紀の生成論

的なそれ，の３類型に分けて考察される（『位相』

275-276，324-325頁）。

こうした整理には，とくに 非政治>の領域に

おいて，必然論に抗する能力としての自由意志論

の重要性を説く半澤の「戦う意志」が顕著にみて

とれるであろう。たしかに，自由意志は内的能力

としては必然論を徹底的に排除して担保されねば

ならないという半澤の主張には，現代においても

傾聴すべきものが含まれている。しかし，人間の

外的行動面は，経験的・事実的には，いくぶんか

の必然の要素を含んだものとならざるを得ないの

ではないか。その意味で， 政治>なくして 非

政治>がありえない，という局面が，少なくとも

経験的にはありうるのではないか⑹。「人間がヴ

ィルトゥ（＝能力としての自由）を発揮しうるの

は，ネチェシタ（＝必然性）に迫られた場合であ

る」というマキァヴェッリの思想が想起される。

また，世俗化の行く末は何処であろうか。それ

は，キリスト教と共なる自由意志論の退場と，中

性化された 状態としての自由>の席巻という新

たな「必然論」の台頭であろうか。あるいは 非

政治>の喪失であろうか。 非政治>との緊張を

喪失した 政治>は，美的目的論と包括国家論の

２つに帰着せざるを得ないであろうか。 政治>

からの法の消滅，あるいは 政治>による法の包

摂が起こり， 政治>が共和主義を呑み込むとい

う事態が生じてくるのであろうか。評者には，半

澤の思想史は，人間論においてはオプティミステ

ィックであり，集団論ないし歴史論においてはペ

シミスティックであるようにみえる。こうした思

想史がつながる「未来」があるとすれば，それは

どのようなものになるであろうか。

5.2. 目的論，普遍的規範，自然法，神学

最後に，目的論と神学の結合について若干の付

言をなして稿を閉じたい。必然論の席巻と目的論

の没落が現代における自由概念の狭隘化を招いて

いるという危機意識を受け入れるとして，神学な

いしカトリシズムを理論的前提としない目的論の

再興は可能であろうか。周知のごとく，チャール

ズ・テイラーは，「多元性の経験的事実」をこえ

た「強い評価」を根拠として，人間的事柄につい

ての普遍的な規範を自覚していき，その地点から

「機会の自由」をこえた「行使の自由」を構想し

た。つまりテイラーは，自由概念自体が，規範的

に用いられてきただけでなく，それ自体規範を志

向すると解釈するのである。半澤のいう「自由の

倫理的力」に，テイラーのいう「 ほんもの>と

いう道徳的理想」と通じるものを感じるのは，評

者だけであろうか。重要なのは，自由を，相対主

義や主観主義から解放された「真正さ」という道

徳的理想として回復させることである。テイラー

によれば，「本来の自分らしく生きたい」という

願望には，それがいかに低俗な言語と誤った世界

像をまとって表明された場合であっても，一抹の

尊厳ないし倫理性が認められる。半澤の「能力と

しての自由意志」論がもつ「倫理的力」がそうし

た倫理性にほかならないとすれば，それはどこま

で神学を必要とするであろうか。また，目的論的

自由論の再興を模索する場合，普遍的規範を「自

然法」の名で呼び続ける必然性はどこまであるの

だろうか。

いずれにせよ， 非政治>という究極的な対抗

軸＝境界線を浮き彫りにし， 非政治>的な倫理

的能力としての自由意志論という視角を導入する

ことで，これまでの 政治>に限定された政治思

想史では対比的にとらえられていた諸パラダイム

――目的論と自由，統治と同意，など――の調和

の可能性を示した点をひとつとってみても，『自

由』は，今後大きな影響を及ぼす書となるであろ

う。評者からすると，現代における政治思想史お

よび規範的政治理論の研究は，目的論と自由論と

を相反的に捉えるリベラリズムと，目的論を 政

治>的公共体論と結合させて考える「近代」的前

提とに，今なおかなりの意識的・無意識的影響を
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受けている――換言すれば，リベラル/コミュニ

タリアン論争の視点を政治思想史に読み込んでし

まっている――ようにみえる。そうだとすれば，

目的論の根底に 政治>的共同体論ではなく 非

政治>的な倫理的能力としての自由論をみる『自

由』は，そうした既成概念からの「自由」をもも

たらす可能性を含んでいるように思われるのであ

る。

［注］

⑴ 安武真隆による書評が，このことを指摘している。

文献リスト参照。

⑵ 半澤は，「共和主義の根幹をなすのは世俗的な政治

的人文主義であり，それは中世における断絶を経てル

ネッサンスにおいて再生した」とするポーコックの共

和主義理解の「非歴史性」を指摘しつつ，共和主義の

核となる自由な同意論が，中世からルネサンスにいた

るカトリシズムの自由意志論のうちに見出されるとす

る。『自由』145-147頁。

⑶ この点について，中世の政体論と共和主義の結合を

論ずる James M.Blythe,Ideal Government and the
 

Mixed Constitution in the Middle Ages, Princeton
 

University Press, 1992がある。

⑷ 犬塚元によれば，古代ローマの政治概念のうちに

provocatioと imperiumの対比を見出したのは福田

有広である。Hajime Inuzuka, “Arihiro Fukuda

（1964-2003):His Works and Achievements”, Dis-

cussion Paper Series,No.F-122, Institute of Social
 

Science,University of Tokyo,March 2006.

⑸ 関谷昇による書評。文献リスト参照。

⑹ 杉田敦による書評がこの点を指摘している。文献リ

スト参照。
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